
 青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例案について 
 

 

 １ 制定理由 

   平成２７年４月から実施予定の子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、

保育所の認可基準を定める児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（厚

生労働省令）が改正されたことから、この省令で示された基準を勘案し、

本条例について、所要の改正をするものである。 

 

 

 ２ 条例案の内容 

(1) 設備 

設備に関する主な基準として、「保育室等を４階以上に設ける建物につ

いて、避難用として必要な設備」について定める。なお、保育の充実を

図る観点から、「乳児室の面積は、満２歳に満たない乳幼児１人につき３．

３㎡以上とすること」とする。 

(2) 運営 

運営に関する主な基準として、「保育所は、施設の運営についての重要

事項に関する規程を定め、職員や保護者に周知しなければならないこと」

について規定する。また、子どもの人権に係る部分において、「青森市子

どもの権利条例の基本的な考え方を踏まえること」を定める。 

 

 

 ３ 施行期日 

   子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の施行の日（平成２７年４月１日予定）。ただし、子

どもの人権に係る部分は、公布の日。 
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す
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設
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設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

青
森
市
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

（平
成
二
十
四
年
青
森
市
条
例
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

目
次
中

「第
四
十
条
」
を

「第
三
十
九
条
」
に
、
「第
四
十

一
条
」
を

「第
四
十
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第

一
項
中

「設
置
者
は
、
」
の
下
に

「青
森
市
子
ど
も
の
権
利
条
例

（平
成
二
十
四
年
青
森
市
条
例
第
七
十
三
号
）
の
基
本
的
な
考
え
方
を

踏
ま
え

つ
つ
、
全
て
の
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
五
条
第
三
項
中

「若
し
く
は
保
育
の
実
施
」
を

「、
保
育
の
提
供
若
し
く
は
法
第
二
十
四
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
」

に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
中

「児
童
福
祉
施
設
」
の
下
に

「
（保
育
所
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

保
育
所
の
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
こ
れ
を
当
該
施
設
の
職
員
及
び
児
童
の
保

護
者
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
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保
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保
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行
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日
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五 

保
護
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支
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求
め
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乳
児
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満
三
歳
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満
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幼
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幼
児
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保
育
所
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開
始
、
終
了
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関
す
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事
項
及
び
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
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八 

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法 

 

九 

非
常
災
害
対
策 

 

十 

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項 

 

十

一 

保
育
所
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項 

 

第
十
九
条
第
三
項
中

「若
し
く
は
保
育
の
実
施
」
を

「、
保
育
の
提
供
若
し
く
は
法
第
二
十
四
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
」

に
改
め
る
。 

 

第
三
十

一
条
第
二
項
の
表
中

「乳
児
室
に
あ
っ
て
は
そ
の
面
積
が
二
歳
未
満
児

一
人
に
つ
き

一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
ほ
ふ
く
室

に
あ
っ
て
は
そ
の
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
三
条
第
三
号
中

「
（保
育
室
等
を
四
階
以
上
に
設
け
る
建
物
に
あ
っ
て
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る

構
造
の
屋
外
階
段
）
」
を
削
り
、
同
号
イ
中

「三
階
ま
で
」
の
下
に

「
（保
育
室
等
を
四
階
以
上
に
設
け
る
建
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
育
室
等
が
設

け
ら
れ
て
い
る
階
ま
で
）
」
を
、
「付
室
」
の
下
に

「
（保
育
室
等
を
四
階
以
上
に
設
け
る
建
物
に
あ
っ
て
は
、
外
気
に
向
か
っ
て
開
く
こ
と
の
で
き
る

窓
又
は
排
煙
設
備

（同
条
第
三
項
第

一
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
そ
の
他
有
効
に
排
煙
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中

「設
備
」
の
下
に

「
（保
育
室
等
を
四
階
以
上
に
設
け
る
建
物

に
あ
っ
て
は
、
当
該
屋
外
傾
斜
路
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限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
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よ
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改
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第
三
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五
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二
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「
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ど
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（就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
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保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
八

年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下

「就
学
前
保
育
等
推
進
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
）
で
あ
る
保
育
所

（以

下

「認
定
保
育
所
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
幼
稚
園

（学
校
教
育
法
第

一
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
様
に

一
日
に
四

時
間
程
度
利
用
す
る
幼
児

（以
下

「短
時
間
利
用
児
」
と
い
う
。
）
お
お
む
ね
三
十
五
人
に
つ
き

一
人
以
上
、
一
日
に
八
時
間
程
度
利
用
す
る
幼
児

（以

下

「長
時
間
利
用
児
」
と
い
う
。
）
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き

一
人
以
上
）
」
及
び

「
（認
定
保
育
所
に
あ
っ
て
は
、
短
時
間
利
用
児
お
お
む
ね
三
十
五

人
に
つ
き

一
人
以
上
、
長
時
間
利
用
児
お
お
む
ね
三
十
人
に
つ
き

一
人
以
上
）
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（業
務
の
質
の
評
価
等
） 

第
三
十
九
条 

保
育
所
の
設
置
者
は
、
第
六
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
業
務
の
質
の
評
価
を
自
ら
行
い
、

常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

保
育
所
の
設
置
者
は
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

第
四
十
条
を
削
る
。 

 

第
五
章
中
第
四
十

一
条
を
第
四
十
条
と
す
る
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日
） 

 

こ
の
条
例
は
、
子
ど
も

・
子
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す
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に
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す
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法
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改
正
す
る
法
律
の
施
行
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伴
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関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
六
条
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一
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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も

・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

に
よ
る
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
保
育
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
変
更
す
る
等
の
た
め
、
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

改正後 改正前 

○青森市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例 

○青森市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例 

平成二十四年十二月二十五日 平成二十四年十二月二十五日 

条例第七十四号 条例第七十四号 

改正 平成二六年六月条例第二一号 改正 平成二六年六月条例第二一号 

目次 目次 

第一章 総則（第一条―第十九条） 第一章 総則（第一条―第十九条） 

第二章 助産施設（第二十条―第二十三条） 第二章 助産施設（第二十条―第二十三条） 

第三章 母子生活支援施設（第二十四条―第三

十条） 

第三章 母子生活支援施設（第二十四条―第三

十条） 

第四章 保育所（第三十一条―第三十九条） 第四章 保育所（第三十一条―第四十条） 

第五章 雑則（第四十条） 第五章 雑則（第四十一条） 

附則 附則 

第一章 総則 第一章 総則 

  

第一条～第五条 略 第一条～第五条 略 

  

（児童福祉施設の一般原則） （児童福祉施設の一般原則） 

第六条 児童福祉施設の設置者は、青森市子ども

の権利条例（平成二十四年青森市条例第七十三

号）の基本的な考え方を踏まえつつ、全ての入

所者の人権に十分配慮するとともに、一人一人

の人格を尊重して、その運営を行わなければな

らない。 

第六条 児童福祉施設の設置者は、      

                    

                   入

所者の人権に十分配慮するとともに、一人一人

の人格を尊重して、その運営を行わなければな

らない。 

２ 略 ２ 略 

３ 略 ３ 略 

  

第七条～第十四条略 第七条～第十四条略 

  

（入所者及び職員の健康診断） （入所者及び職員の健康診断） 

第十五条 略 第十五条 略 

２ 略 ２ 略 
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改正後 改正前 

３ 第一項に規定する健康診断をした医師は、そ

の結果に関し必要な事項を母子健康手帳又は

入所者の健康を記録する書類に記入するとと

もに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、

母子保護の実施、    保育の提供若しくは

法第二十四条第五項若しくは第六項の規定に

よる措置を解除し、又は停止する等必要な手続

をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなけ

ればならない。 

３ 第一項に規定する健康診断をした医師は、そ

の結果に関し必要な事項を母子健康手帳又は

入所者の健康を記録する書類に記入するとと

もに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、

母子保護の実施若しくは保育の実施      

                      

     を解除し、又は停止する等必要な手続

をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなけ

ればならない。 

４ 略 ４ 略 

  

（規程） （規程） 

第十六条 児童福祉施設（保育所を除く。）の設

置者は、入所者の援助に関する事項その他施設

の管理に係る重要事項について規程を定め、こ

れを当該施設の職員並びに入所者及び児童の

保護者に周知しなければならない。これを変更

したときも同様とする。 

第十六条 児童福祉施設        の設

置者は、入所者の援助に関する事項その他施設

の管理に係る重要事項について規程を定め、こ

れを当該施設の職員並びに入所者及び児童の

保護者に周知しなければならない。これを変更

したときも同様とする。 

２ 保育所の設置者は、次に掲げる施設の運営に

ついての重要事項に関する規程を定め、これを

当該施設の職員及び児童の保護者に周知しな

ければならない。これを変更したときも同様と

する。 

                     

                    

                    

                    

    

一 施設の目的及び運営の方針                

二 提供する保育の内容             

三 職員の職種、員数及び職務の内容                   

四 保育の提供を行う日及び時間並びに提供

を行わない日 

                    

       

五 保護者から受領する費用の種類、支払を求

める理由及び額 

                    

        

六 乳児、満三歳に満たない幼児及び満三歳以

上の幼児の区分ごとの利用定員 

                    

              

七 保育所の利用の開始、終了に関する事項及

び利用に当たっての留意事項 

                    

             

八 緊急時等における対応方法               

九 非常災害対策          
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改正後 改正前 

十 虐待の防止のための措置に関する事項                     

十一 保育所の運営に関する重要事項                   

  

第十七条～第十八条 略 第十七条～第十八条 略 

  

（苦情への対応等） （苦情への対応等） 

第十九条 略 第十九条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 児童福祉施設の設置者は、市から第一項の措

置又は助産の実施、母子保護の実施、   保

育の提供若しくは法第二十四条第五項若しく

は第六項の規定による措置に係る指導又は助

言を受けたときは、当該指導又は助言の内容を

勘案して、必要な改善を行うよう努めなければ

ならない。 

３ 児童福祉施設の設置者は、市から第一項の措

置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保

育の実施                

            に係る指導又は助

言を受けたときは、当該指導又は助言の内容を

勘案して、必要な改善を行うよう努めなければ

ならない。 

４ 略 ４ 略 

  

第二十条～第三十条 略 第二十条～第三十条 略 

  

（保育所の設備の基準） （保育所の設備の基準） 

第三十一条 略 第三十一条 略 

２ 前項に定めるもののほか、次の表の上欄に掲

げる保育所には、同表の中欄に掲げる設備を設

けなければならない。この場合において、当該

設備にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる

要件に該当するものでなければならない。 

 

２ 前項に定めるもののほか、次の表の上欄に掲

げる保育所には、同表の中欄に掲げる設備を設

けなければならない。この場合において、当該

設備にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる

要件に該当するものでなければならない。 
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改正後 改正前 

保育所 設けなければ

ならない設備 

要件 

乳児室又はほ

ふく室 

保育に必要な用

具を備え、かつ、

        

        

        

        

        

        

   面積が二歳

未満児一人につき

三・三平方メート

ル以上であるこ

と。 

乳児又は満二

歳に満たない

幼児（この表に

おいて「二歳未

満児」という。）

を入所させる

保育所 

医務室 嘱託医等が活動

するに当たり適切

な衛生状態及び面

積が確保されたも

のであること。 

保育室又は遊

戯室 

保育に必要な用

具を備え、かつ、

その面積が二歳以

上児一人につき

一・九八平方メー

トル以上であるこ

と。 

満二歳以上の

幼児（この表に

おいて「二歳以

上児」という。）

を入所させる

保育所 

屋外遊戯場（保

育所の付近に

ある公園等の

屋外遊戯場に

代わるべき場

所を含む。） 

面積が二歳以上

児一人につき三・

三平方メートル以

上であること。 

 

保育所 設けなければ

ならない設備 

要件 

乳児室又はほ

ふく室 

保育に必要な用

具を備え、かつ、

乳児室にあっては

その面積が二歳未

満児一人につき

一・六五平方メー

トル以上であり、

ほふく室にあって

はその面積が二歳

未満児一人につき

三・三平方メート

ル以上であるこ

と。 

乳児又は満二

歳に満たない

幼児（この表に

おいて「二歳未

満児」という。）

を入所させる

保育所 

医務室 嘱託医等が活動

するに当たり適切

な衛生状態及び面

積が確保されたも

のであること。 

保育室又は遊

戯室 

保育に必要な用

具を備え、かつ、

その面積が二歳以

上児一人につき

一・九八平方メー

トル以上であるこ

と。 

満二歳以上の

幼児（この表に

おいて「二歳以

上児」という。）

を入所させる

保育所 

屋外遊戯場（保

育所の付近に

ある公園等の

屋外遊戯場に

代わるべき場

所を含む。） 

面積が二歳以上

児一人につき三・

三平方メートル以

上であること。 

 

  

第三十二条 略 第三十二条 略 
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改正後 改正前 

（保育室等を三階以上に設ける建物に係る設

備の基準） 

（保育室等を三階以上に設ける建物に係る設

備の基準） 

第三十三条 略 第三十三条 略 

一 略 一 略 

二 略 二 略 

三 次に掲げる避難用の施設又は設備のうち

いずれか一以上の施設又は設備     

                   

                   

         が設けられていること。 

三 次に掲げる避難用の施設又は設備のうち

いずれか一以上の施設又は設備（保育室等を

四階以上に設ける建物にあっては、建築基準

法施行令第百二十三条第二項各号に規定す

る構造の屋外階段）が設けられていること。 

イ 屋内階段（建築基準法施行令第百二十三

条第一項各号に規定する構造のものであ

って、建築物の一階から三階まで（保育室

等を四階以上に設ける建物にあっては、当

該保育室等が設けられている階まで）の部

分について、屋内と階段室とが、バルコニ

ー又は付室（保育室等を四階以上に設ける

建物にあっては、外気に向かって開くこと

のできる窓又は排煙設備（同条第三項第一

号に規定する国土交通大臣が定めた構造

方法を用いるものその他有効に排煙する

ことができると認められるものに限る。）

を有するものに限る。）を通じて連絡し、

かつ、同条第三項第二号、第三号及び第九

号の規定に該当するもの又は同令第百二

十三条第三項各号に規定する構造のもの

に限る。） 

イ 屋内階段（建築基準法施行令第百二十三

条第一項各号に規定する構造のものであ

って、建築物の一階から三階まで    

                  

                の部

分について、屋内と階段室とが、バルコニ

ー又は付室             

                  

                  

                  

                  

                  

           を通じて連絡し、

かつ、同条第三項第二号、第三号及び第九

号の規定に該当するもの又は同令第百二

十三条第三項各号に規定する構造のもの

に限る。） 

ロ 建築基準法第二条第七号に規定する耐

火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設

備（保育室等を四階以上に設ける建物にあ

っては、当該屋外傾斜路に限る。） 

ロ 建築基準法第二条第七号に規定する耐

火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設

備                 

                 

ハ 屋外階段（保育室等を四階以上に設ける

建物にあっては、建築基準法施行令第百二

十三条第二項各号に規定する構造のもの

に限る。） 

ハ 屋外階段             

                  

                  

      

四～八号 略 四～八号 略 
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改正後 改正前 

第三十四条 略 第三十四条 略 

  

（保育所の職員） （保育所の職員） 

第三十五条 略 第三十五条 略 

２ 保育士の員数は、乳児おおむね三人につき一

人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おお

むね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に

満たない幼児おおむね二十人につき一人以上

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

               、満四歳以上

の幼児おおむね三十人につき一人以上   

                    

                    

         とし、一保育所当たり二人

を下らないものとしなければならない。 

２ 保育士の員数は、乳児おおむね三人につき一

人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おお

むね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に

満たない幼児おおむね二十人につき一人以上

（認定こども園（就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成十八年法律第七十七号。以下「就学前保

育等推進法」という。）第六条第二項に規定す

る認定こども園をいう。）である保育所（以下

「認定保育所」という。）にあっては、幼稚園

（学校教育法第一条に規定する幼稚園をいう。

以下同じ。）と同様に一日に四時間程度利用す

る幼児（以下「短時間利用児」という。）おお

むね三十五人につき一人以上、一日に八時間程

度利用する幼児（以下「長時間利用児」という。）

おおむね二十人につき一人以上）、満四歳以上

の幼児おおむね三十人につき一人以上（認定保

育所にあっては、短時間利用児おおむね三十五

人につき一人以上、長時間利用児おおむね三十

人につき一人以上）とし、一保育所当たり二人

を下らないものとしなければならない。 

３ 略 ３ 略 

  

三十六条～三十八条 略 三十六条～三十八条 略 

  

（業務の質の評価等） （公正な選考） 

第三十九条 保育所の設置者は、第六条第二項に

定めるところにより、法第三十九条に規定する

業務の質の評価を自ら行い、常にその改善を図

らなければならない。 

２ 保育所の設置者は、定期的に外部の者による

評価を受けて、それらの結果を公表し、常にそ

の改善を図るよう努めなければならない。 

第三十九条 就学前保育等推進法第十条第一項

第四号に規定する私立認定保育所は、就学前保

育等推進法第十三条第二項の規定により読み

替えられた法第二十四条第三項の規定により

当該私立認定保育所に入所する児童を選考す

るときは、公正な方法により行わなければなら

ない。 
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改正後 改正前 

      （利用料） 

                     

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

    

第四十条 法第五十六条第三項の規定による徴

収金及び就学前保育等推進法第十三条第四項

の保育料（以下この条において「徴収金等」と

いう。）以外に保育所が徴収金等に係る児童に

ついて提供するサービス（当該徴収金等を支払

う者の選定により提供されるものを除く。）に

関し当該者から利用料の支払を受ける場合に

あっては、当該利用料の額は、当該サービスの

実施に要する費用を勘案し、かつ、当該者の家

計に与える影響を考慮して定めなければなら

ない。 

第五章 雑則 第五章 雑則 

（委任） （委任） 

第四十条 この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

第四十一条 この条例の施行に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、子ども・子育て支援法及び就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成二十四年法律第六十七号）の施行の日か

ら施行する。ただし、第六条第一項の改正規定

は、公布の日から施行する。 

１ この条例は、平成二十五年四月一日から施行

する。 

（見直し） （見直し） 

２ 市は、第三条に規定する最低基準の本旨に則

し、第四条第一項の規定により最低基準につい

て定期的に検討を加え、その結果に基づいて必

要な見直しを行うものとする。 

２ 市は、第三条に規定する最低基準の本旨に則

し、第四条第一項の規定により最低基準につい

て定期的に検討を加え、その結果に基づいて必

要な見直しを行うものとする。 

附 則（平成二六年六月条例第二一号） 附 則（平成二六年六月条例第二一号） 

（施行期日） （施行期日） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

 



１ 

青森市児童福祉施設青森市児童福祉施設青森市児童福祉施設青森市児童福祉施設のののの設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関するするするする基準基準基準基準をををを定定定定めるめるめるめる条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする    

条例条例条例条例案案案案骨子骨子骨子骨子    

    

１ 制定理由 

平成２７年４月から実施予定の子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、保育所の認可基準を定める児

童福祉施設の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）が改正されたことから、この省令で示された基

準を勘案し、本条例について、所要の改正をするものである。 

 

２ 対象となる施設 

  保育所 

 

３ 主な基準 

項目 内容 

総則 児童福祉施

設の一般原

則 

 児童福祉施設は、青森市子どもの権利条例の基本的な考え方を踏まえ、入所

している者の人権に配慮するとともに、人格を尊重しなければならない。 

児童福祉施

設内部の規

程 

 保育所は、施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

①施設の目的及び運営の方針 

②提供する保育の内容 

③職員の職種、員数及び職務の内容 

④保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

⑤保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

⑥乳児、満３歳に満たない幼児及び満３歳以上の幼児の区分ごとの利用定員 

⑦保育所の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 

⑧緊急時等における対応方法 

⑨非常災害対策 

⑩虐待の防止のための措置に関する事項 

⑪保育所の運営に関する重要事項 

 保育所は、自ら質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

運営に関す

る基準 

業務の質の

評価等  保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、結果を公表し、常にその

改善を図るよう努めなければならない。 

 乳児室の面積は、満２歳に満たない乳幼児１人につき３．３平方メートル以

上であること。 

設備に関す

る基準 

設備の基準 

 

 保育室等を４階以上に設ける建物は、避難用として、防火設備等がある屋内

階段、耐火構造の屋外傾斜路（スロープ）又は屋外階段を設けなければならな

い。 
 
※アンダーラインは、今回改正しようとする部分である。 
 

４ 施行期日 

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成２７年４月１日予

定）。ただし、子どもの人権に係る部分は、公布の日。 


